
様式２

　※　高等学校等就学支援金制度に対する理解に不安があるときは、受給資格認定申請書を
　　必ず１０月中に提出してください。１１月以降学校へ提出のあったときは、提出のあっ
　　た月からの支給になり、遡及ができません。

親権者等の市町村民税の課税標準額に６％乗じた額から市町
村民税の調整控除の額を除いた額の合計が30万4,200円以
上、またはほかの理由により、高等学校等就学支援金の申請
書を提出しません。																			
																			

通知はありません。

✔

番号　ひなた

・   高等学校等就学支援金は、高校等の授業料に対する国からの支援であり、返済不要です。

審査後の通知

申請を希望しない方は、項目の□にチェックを入れてください。

住　　所

確認項目

・   高等学校等就学支援金の申請を行わない場合は、高等学校等就学支援金は受給できず、

　授業料を納付する必要があります。

〒８８０－８５０２

　宮崎市橘通東一丁目９番１０号

【確認事項】

令和　　　年　　　月　　　日

高等学校等就学支援金　意向確認書

宮崎県立宮崎東高等学校

生徒氏名（自署）

通信制　普通科

学校名
記入例

就学支援金の

受給を希望しな

い場合のみ提出

就学支援金の受給を希望しない方は、チェックを入れて

必ず事務室に提出してください。

（未申請の方と区別をすることができないため）


